
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名  事業運営円滑化事業補助金 

所 管 部 課  福祉保健部障がい者支援課 （TEL ０８５９－２３－５１５３（直通））  

補 助 対 象 者 
国の障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業に規定される、事業運営円滑

化事業に定めるサービスを行う事業者 

補 助 開 始 年 度 平成１９年 

交 付 目 的  

障害者自立支援法の施行に伴い、報酬の日払い方式の導入に即座に対応することが

困難な事業所については、従前の月払いによる報酬額の８０％を保障する「激変緩和

加算」に加えて、月払いによる報酬額の９０％を保障するとともに、新体系へ移行した

場合についても、従前の報酬の９０％を保障し、事業所のより一層の安定的な運営を

確保する。 

補 助 金 額 と  

過 去 の補助実績  

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年度実績 H１９年度実績 H２０年度予算額 

千円
（      ）千円

千円
（      ）千円

１，９２０ 千円 
（   ４８０ ）千円 

１，２５０ 千円
（  ３１３）千円

補助事業の内容  

従前の月払いによる報酬額の８０％を保障する激変緩和加算の保障額を９０％まで引

き上げた場合に、当該激変緩和加算による加算額との差額について助成する。 

補助事業に係る経費  

補助事業の全体経費           １，２５０  千円 

内 補 助対象経費            １，２５０  千円 

補助対象経費の内訳 

従前の月払いによる報酬額の８０％を保障する激変緩和

加算の保障額を９０％まで引き上げた場合に、当該激変

緩和加算による加算額との差額 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

国が特別対策事業で定めた実施要綱により一律に示さ

れたもので、従前の月払いによる報酬額の１０％の範囲

内 

限 度 額 無 

補 助 金の財源等  

市単独 一般財源 □     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

間接補助 ■ 国  /  県 ３/４  市  /   その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

【効果】障害者自立支援法の施行に伴う制度改正の激変緩和措置の一環としてのもの

であり、報酬の日払い方式の導入に即座に対応することが困難な事業所の安定的な

運営を確保することができる。 

【検証】事業所の数の増減。 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

【終期の設定】平成２０年度 

国の障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業に基づく事業であり、障害者自

立支援法への移行に伴い、平成１９年度と平成２０年度の２ヵ年の特別対策である。 

その他参考事項  

(過去の見直しの経過等) 

 

 

 

 

 


